
「ラーケーションの日」の取得について 

 

 お子様が保護者等とともに、校外（家庭や地域）で体験や探求の学び・活動を、自ら考

え、企画し、実行することができる日として、2023 年度に「ラーケーションの日」が設

定されました。校外での自主活動となるため、学校に登校しなくても欠席とならず、「出

席停止」と同じ扱いになります。事前に届け出をし、年に 3日まで取得できます。ご家庭

で相談していただき、お子様のよき学びを「ラーケーションの日」として有効活用してい

ただければと思います。 

 「ラーケーションの日」を取得する場合は、事前の連絡が必要となります。tetoru また

は連絡帳でご連絡ください。なお、「ラーケーションの日」を取得する日の 1 週間前まで

に事前に届け出された場合、給食を停止します。 

 

 


